
の
は
、
畳
敷
的
ご
婆
羅
門
昇
華
ビ
を
論
ぜ
す
、
酪
之
を
一

見
し
得
た
か
ら
、
二
月
六
田
ジ
ナ
グ
．
ジ
ァ
・
を
毘
登
し
、
再

び
バ
ダ
ビ
ア
に
縢
り
、
七
日
午
後
四
時
タ
ン
ジ
ナ
ン
・
プ
ソ

オ
ク
出
帆
の
汽
船
に
乗
じ
、
極
め
て
短
時
日
で
は
あ
っ
た

が
価
最
も
楡
快
な
る
族
行
の
後
、
前
ビ
同
一
航
路
を
池
じ

同
九
日
の
早
朝
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
露
還
し
た
の
で
あ
る
。

西
印
度
ナ
ー
シ
ッ
ク
に
於
け
．
ろ
ゴ
ー
タ
ミ
ー

プ
ト
ラ
窟
に
就
て
　
（
↓

文
學
士
澤
村
專
太
郎

廻

　
西
印
度
に
於
け
る
ナ
ー
シ
ソ
ク
7
鐘
パ
邑
の
西
南
五
哩

を
隔
て
だ
地
面
に
三
個
の
丘
陵
が
言
え
て
み
る
。
是
等
は

所
謂
ト
リ
ム
バ
ク
連
岡
日
｝
筈
鋳
の
一
端
を
成
す
も
の

で
、
往
還
こ
の
三
丘
は
｝
ソ
ラ
シ
ミ
↓
穿
蝕
⇒
臨
ご
呼
ば

れ
て
み
た
。
ト
リ
ラ
シ
ミ
の
う
ち
、
其
一
個
に
於
け
る
中

　
　
　
第
六
巻
　
雑
纂
西
融
合
ゴ
ー
タ
ミ
1
プ
｝
ラ
窟
（
上
）

腹
に
は
約
四
十
四
個
か
ら
成
立
す
る
一
群
の
石
窟
が
あ
る

是
れ
が
郎
ち
ナ
ー
シ
ソ
ク
石
窟
群
ご
し
て
世
に
知
ら
れ
て

み
る
も
の
で
、
此
地
方
に
於
て
は
之
を
バ
！
ヌ
デ
ゥ
・
ン
ー

ナ
℃
3
篭
り
O
霧
ε
呼
ん
で
み
る
。
固
よ
り
是
等
の
石
窟

群
は
ア
ジ
ギ
ン
タ
ー
書
暴
及
び
エ
ル
ラ
図
【
舞
等
の

そ
れ
に
は
比
肩
す
る
に
足
ら
ぬ
け
れ
ざ
、
多
数
の
銘
文
を

存
す
る
の
み
な
ら
す
、
石
窟
の
建
築
的
機
式
に
干
て
も
研

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
一
仙
郷
　
（
四
五
三
）



　
　
　
第
六
巻
　
　
雑
　
纂
…
西
印
度
ゴ
1
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
（
上
）

究
上
甚
だ
興
味
め
る
特
調
を
有
す
る
黙
に
於
て
、
西
印
度

の
石
窟
群
中
極
め
て
重
要
な
も
の
、
一
構
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
所
謂
ゴ
ー
タ
ミ
ー
ブ
ト
ラ
窟
Ω
魚
膠
ヨ
ぜ
暮
葺
は
こ
の

石
窟
繊
列
中
の
一
で
あ
る
が
、
其
年
代
か
ら
云
へ
ば
此
石

窟
房
中
の
最
古
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ご
、
殊
に
多
檬
な

る
特
調
を
有
す
る
も
の
ざ
し
て
、
甚
だ
注
目
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。

　
ナ
ー
シ
ソ
ク
邑
は
西
印
度
に
於
け
る
最
も
古
き
都
市
の

一
な
る
の
み
な
ら
す
、
古
史
多
く
の
傳
説
を
有
っ
て
み
る

の
で
、
・
現
に
印
度
激
徒
間
に
は
榊
聖
な
る
古
都
こ
し
て
重

せ
ら
れ
、
西
印
度
の
べ
ナ
ー
ン
ス
し
⇔
窪
簿
塾
ざ
載
せ
ら
れ

て
る
る
。
有
名
な
ト
ン
・
、
一
津
。
δ
ヨ
団
も
此
都
の
名
を

尋
。
。
津
轡
ご
記
し
て
み
る
か
ら
、
印
度
に
於
け
る
古
代
文

化
の
一
個
の
中
心
地
ε
し
て
、
夙
に
外
域
に
も
其
名
を
知

ら
れ
て
み
た
事
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
ナ
聖
シ
ン
ク
石
窟

群
の
中
の
最
も
古
き
も
の
に
離
す
る
石
窟
の
銘
文
に
依
る

ご
、
往
昔
ず
ー
タ
ヅ
ァ
ー
ハ
ナ
族
O
Q
簿
勲
く
a
舅
毒
　
の
ク
フ

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
三
〇
　
（
四
五
四
）

ス
ナ
ラ
ー
ジ
や
内
哩
裟
ξ
霞
a
簿
の
醐
族
が
ナ
ー
シ
ソ
ク
に

勢
力
を
有
し
て
み
た
事
が
知
れ
る
が
、
そ
の
一
族
が
ナ
ー

シ
ッ
ク
を
都
城
8
し
て
之
れ
に
住
し
て
み
た
ご
推
定
し
得

ら
れ
る
銘
文
も
あ
る
．
）
此
王
族
名
の
あ
る
銘
文
の
書
態
に

就
い
て
は
、
ブ
ハ
ー
ヌ
グ
ー
ル
カ
ル
敷
授
峯
る
ぢ
号
昂
彗
の

見
解
に
從
ふ
ご
．
後
期
孔
雀
王
朝
か
、
若
く
は
初
期
シ
ュ

ン
が
王
朝
の
も
の
こ
考
へ
ら
れ
、
西
紀
幽
剛
第
二
世
紀
の
初

頭
に
書
す
る
事
に
な
る
が
、
設
今
か
く
の
如
き
古
き
時
代

に
遡
り
得
な
い
こ
し
て
も
、
既
に
西
紀
以
前
に
着
て
此
都

城
に
焦
心
な
る
佛
敷
徒
が
あ
っ
て
、
大
に
佛
敏
が
行
は
れ

て
る
夜
事
だ
け
は
何
等
疑
ひ
を
容
れ
な
い
。
從
っ
て
此
都

城
及
び
其
附
近
に
着
て
は
、
三
斜
の
盛
ん
に
行
は
れ
た
頃

幾
多
の
倉
敷
寺
院
の
あ
っ
た
事
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
ナ
ー

シ
ソ
ク
石
窟
群
に
於
け
る
寄
進
者
ご
最
も
親
密
な
る
關
係

者
の
名
が
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
寺
に
於
け
る
銘
文
中
に

も
見
ら
れ
得
る
事
か
ら
察
し
て
も
、
彼
此
の
關
係
が
政
治

的
に
甚
だ
親
密
な
る
時
期
の
あ
っ
た
事
が
推
測
し
得
ら
れ

酬

駄



る
の
で
あ
る
。
現
今
に
嵌
て
も
ナ
ー
シ
ソ
ク
は
ゴ
ダ
ワ
フ

ー
の
清
流
に
洛
っ
て
、
四
邊
の
風
光
、
自
ら
千
年
の
古
都

た
る
趣
を
失
は
ぬ
も
の
が
あ
っ
て
、
．
甚
だ
閑
静
な
都
邑
で

あ
る
。

　
ナ
ー
シ
ソ
ク
石
窟
群
に
就
い
て
は
、
從
來
多
く
の
研
究

者
に
依
っ
て
論
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
そ
の
最
も
右
き
一
人

ご
し
て
知
ら
れ
て
み
る
の
は
デ
レ
メ
ィ
ン
氏
∩
9
・
冥
餌
汐

智
筥
＄
U
Φ
三
日
斜
鍵
①
で
あ
る
。
氏
は
一
八
二
三
年
に
於
て

此
石
窟
寺
の
事
を
報
告
し
て
み
る
。
そ
の
後
ウ
ィ
ル
ソ
ン

氏
U
7
旨
・
ノ
く
蜜
9
β
及
び
ク
エ
ス
ト
夫
人
嵐
の
ω
實
’
≦
＄
什

等
の
調
査
が
あ
り
、
殊
に
ウ
ェ
ス
ト
夫
入
は
銘
文
の
模
爲

を
作
成
し
た
の
で
、
今
日
一
般
に
知
ら
れ
て
み
る
ブ
ハ
ー

ヌ
ダ
ー
ル
ヵ
ル
敷
授
の
鐸
文
も
「
入
七
四
年
之
に
墓
い
て

な
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
其
後
銘
文
の
翻
課
に
就
い

て
は
ブ
ユ
ー
レ
ル
切
厳
μ
δ
目
バ
ー
子
川
園
ζ
筥
、
娼
フ
フ
ー

ト
閃
寄
①
戸
ブ
ハ
ー
グ
ヅ
ア
ン
ラ
〃
・
イ
ン
ド
ラ
ジ
ー
　
切
げ
9
一

σq

{
二
巴
ζ
臼
載
量
の
諸
氏
が
研
究
を
重
ね
て
み
る
Q
け

　
　
　
第
点
ハ
悠
　
　
　
雑
　
纂
　
　
西
畑
・
度
ゴ
ー
タ
ミ
…
プ
ト
ラ
窟
（
上
）

れ
こ
も
石
窟
に
就
い
て
の
最
も
精
細
な
報
告
は
フ
ェ
ル
ガ

ッ
ソ
ン
氏
宣
已
。
ω
密
封
σ
q
病
勢
9
μ
及
び
．
二
日
ジ
ェ
ス
氏
冒
8
Φ
の

切
霞
碧
ω
・
。
等
の
試
み
た
所
な
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
バ

ベ
ル
氏
国
・
b
ご
・
寓
p
く
①
嵩
ま
た
之
れ
に
就
い
て
論
じ
て
み

る
，
そ
の
他
多
く
の
印
度
研
究
家
は
何
れ
も
此
石
窟
群
に

就
い
て
の
記
述
を
試
み
て
み
る
の
で
あ
る
。
予
は
大
正
八

年
二
月
十
四
日
に
於
て
印
度
皇
家
ム
ク
ー
〃
、
チ
ャ
ン
ド

ラ
、
デ
イ
民
竃
鼻
巳
9
三
彩
・
・
U
。
｝
・
ご
共
に
霊
地
を
訪

ひ
此
石
窟
群
の
調
査
を
な
す
の
機
會
を
得
た
が
、
當
蒔
の

手
記
ご
諸
家
の
報
告
ご
に
基
い
て
、
是
に
此
一
篇
を
草
す

る
事
ε
す
る
。
當
時
デ
イ
氏
が
特
に
予
の
調
査
に
多
大
の

助
力
を
輿
へ
ら
れ
た
事
は
、
予
の
戚
謝
に
堪
へ
ざ
る
所
で

あ
る
Q
　
　
　
　
，
　
　
　
　
嘩

脚

　
ナ
ー
シ
ッ
ク
石
窟
群
は
、
ト
ソ
ラ
シ
ミ
の
丘
陵
の
り
個

に
於
け
る
中
腹
、
藤
野
か
ら
約
三
百
五
十
吠
の
高
さ
の
地

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
こ
二
｝
　
（
四
五
五
）



第
六
巻
　
　
雑
　
纂
　
西
印
度
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
ト
ラ
窟
（
上
）

噸
撃

蕩

灘

騨・＿」』幽蘭

麟
　　　　　　　ド　　　ヒく　　　　　　　　　　ヒ

馳矯∴ず㌃，

謡

蒸
灘

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
＝
二
二
　
（
四
五
六
）

瓢
に
於
て
、
横
に
一
轍
列
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
σ
此

石
窟
隊
列
に
は
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
氏
が
研
究
上
そ
れ
み
＼
・
各

洞
に
番
號
を
附
し
て
み
る
が
、
今
日
に
於
け
る
番
號
は
、
氏

の
報
告
及
び
著
書
に
見
え
る
番
號
ご
は
相
異
す
る
所
が
め

る
。
帥
ち
縫
列
の
西
方
か
ら
東
方
に
向
っ
て
順
次
に
番
號

が
附
せ
ら
れ
、
西
端
に
於
け
る
も
の
が
第
一
番
洞
ε
呼
ば

れ
て
み
る
事
は
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
氏
の
も
の
こ
同
一
で
あ
る

け
れ
ご
、
・
今
は
．
氏
が
番
號
中
に
加
へ
な
か
っ
た
小
洞
を
も

加
算
し
て
み
る
か
ら
、
全
禮
に
於
て
相
異
を
生
す
る
に
至

っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
氏
は
僅
か
に
十
七
個
を
歎
へ
た
が

今
や
二
十
四
個
を
算
す
る
に
至
っ
て
み
る
。

　
是
等
の
諸
洞
中
に
は
、
全
く
破
壊
せ
ら
れ
た
瓶
態
に
在

る
も
の
も
存
す
る
け
れ
こ
も
、
之
を
其
形
式
上
か
ら
塵
別

す
る
ε
、
所
謂
支
三
三
O
冨
一
け
畜
∩
ρ
く
。
　
ご
毘
訂
羅
窟

≦
募
箪
∩
9
く
。
ε
に
大
別
し
得
ら
れ
る
事
は
、
他
の
諸
石

窟
群
に
於
け
る
場
合
ご
異
る
鮎
が
な
い
。
然
し
な
が
ら
此

石
窟
群
に
於
て
は
、
支
提
窟
は
僅
か
に
一
個
を
藪
へ
る
の



み
で
、
他
は
何
れ
も
盗
塁
羅
窟
に
興
す
る
も
の
で
あ
る
。

帥
ち
第
十
入
落
洞
が
鷹
揚
で
あ
る
が
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
氏
は

之
を
以
て
第
十
二
番
洞
こ
な
し
て
み
る
。
支
提
は
制
底
ご

も
昔
逸
し
、
塔
廟
こ
も
漢
繹
せ
ら
れ
て
る
る
や
う
に
、
洞

内
に
塔
を
設
け
て
、
鍛
徒
の
禮
拝
に
資
す
る
洞
窟
で
あ
る

そ
の
李
面
配
置
に
は
正
方
形
の
も
の
も
無
い
で
は
な
い

が
、
多
く
は
奥
深
き
長
方
形
か
、
苦
く
は
馬
蹄
形
に
掘
開

せ
ら
れ
、
其
内
部
に
於
け
る
正
面
に
は
、
漕
…
奔
の
美
馬
こ

し
て
塔
が
造
立
せ
ら
れ
て
る
る
の
で
、
ナ
ー
シ
ッ
ク
の
支

提
窟
は
馬
蹄
形
の
李
面
配
澱
を
示
し
て
み
る
も
の
、
～
例

に
節
す
る
Q
之
に
甥
し
て
毘
骨
導
は
精
含
ご
課
し
、
偲
侶

の
講
學
修
道
の
場
所
で
あ
）
、
叉
起
臥
居
住
の
場
所
ご
も

な
っ
て
み
る
。
そ
の
形
式
は
年
代
に
よ
り
、
叉
規
模
の
大

小
に
從
っ
て
、
そ
れ
み
＼
相
異
が
あ
る
。
最
も
遊
軍
な
も

の
に
は
僧
房
の
｝
個
若
く
ば
こ
個
か
ら
成
立
し
て
み
る
も

の
も
あ
る
け
れ
ご
、
其
登
聾
し
た
も
の
に
は
、
中
央
に
多

数
の
石
柱
を
以
て
園
ま
れ
π
中
堂
を
有
し
、
其
正
面
入
ロ

　
　
　
第
六
雀
　
雑
纂
西
印
度
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
不
ラ
窟
（
上
）

に
接
す
る
一
面
を
除
い
た
三
面
に
は
僧
房
の
多
数
が
附
厩

し
、
更
に
正
面
の
背
後
に
は
佛
寵
を
有
す
る
や
う
な
宏
幾

な
も
の
も
あ
る
。
斯
る
場
合
に
は
多
く
は
中
堂
が
正
方
形

の
準
面
配
罎
を
有
す
る
か
ら
、
全
騰
の
形
式
は
之
に
從
っ

て
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら

長
方
形
の
配
置
を
有
す
る
中
堂
も
間
々
認
め
得
ら
れ
る
。

　
特
殊
な
地
形
に
掘
記
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
之
を
別
ご
す

る
も
、
す
べ
て
多
数
石
窟
の
羅
列
に
於
て
は
、
呼
年
代
の
最

も
古
き
も
の
が
織
列
の
中
央
部
に
存
し
、
比
較
的
新
ら
し

き
も
の
は
、
遅
桜
の
爾
端
部
に
存
す
る
を
以
て
普
蓮
ε
す

る
。
ア
ジ
ァ
ソ
タ
ぴ
を
始
め
ご
し
て
、
ア
ウ
ラ
ン
ガ
バ
ッ

ド
》
彗
窪
σ
q
筈
践
の
石
窟
群
以
下
、
此
法
則
を
示
し
て
み

る
例
は
甚
だ
多
い
。
ナ
ー
シ
ソ
ク
石
窟
縫
列
も
亦
旧
例
に

漏
れ
な
い
も
の
＼
　
で
あ
る
。
帥
ち
比
較
的
に
中
央
部
に

位
す
る
諸
淘
が
、
年
代
上
最
も
古
く
、
第
十
番
洞
第
十
九

番
洞
第
十
八
番
洞
等
は
何
れ
も
古
き
年
代
に
呈
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
二
一
ご
二
　
（
四
五
七
）



　
　
　
第
六
巻
　
　
雑
　
纂
“
西
印
度
ゴ
…
タ
ミ
ー
プ
き
う
窟
（
上
）

　
之
を
全
膿
か
ら
云
へ
ば
、
ナ
ー
シ
ソ
ク
の
諸
石
窟
の
う

ち
、
か
の
第
十
八
番
洞
の
下
露
は
勿
論
、
そ
の
端
張
十
九

番
洞
、
第
十
七
番
洞
、
第
九
番
洞
、
第
三
番
洞
及
び
第
二

十
番
洞
の
各
箆
訳
羅
は
、
何
れ
も
研
究
上
注
目
に
値
す
藩

も
の
で
あ
る
が
、
殊
に
第
十
番
洞
（
バ
ー
ジ
ェ
ス
氏
の
第

入
漁
洞
）
、
第
三
番
洞
（
バ
ー
ジ
ェ
ス
氏
の
第
三
番
洞
〉
及

び
第
二
十
番
洞
（
バ
ー
ジ
皿
ス
氏
の
第
十
五
番
洞
）
は
最
も

興
味
あ
る
石
窟
で
あ
っ
て
、
種
々
な
る
意
味
に
於
て
ナ
ー

シ
ソ
ク
石
窟
藩
中
の
代
表
的
な
る
も
の
こ
云
ひ
得
ら
れ
る

是
等
の
三
洞
窟
に
は
何
れ
も
有
名
な
銘
を
存
す
る
を
嶽
そ

三
滝
交
に
基
い
て
毘
詞
羅
の
名
総
ご
な
し
て
み
る
研
究
者

も
あ
る
程
で
、
フ
ェ
ル
ガ
ソ
ソ
ン
氏
の
如
き
、
　
バ
ベ
ル
氏

の
如
き
何
れ
も
這
般
の
名
門
を
以
て
洞
窟
名
こ
な
し
て

み
る
○
即
ち
第
十
島
風
は
之
を
ナ
バ
バ
ー
ナ
毘
詞
羅

2
9
冨
冨
饗
く
讐
響
9
ご
呼
び
、
第
三
番
洞
は
之
を
ゴ
ー
タ

、
、
、
ー
プ
ト
ラ
毘
詞
羅
Ω
雪
冨
ヨ
ゆ
窟
ぎ
く
等
沙
轟
ご
古
し
t
叉

第
二
十
番
洞
は
之
を
ヤ
ド
ニ
ヤ
・
シ
ラ
ー
毘
雀
羅
く
銭
姥
斜

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
ニ
鯉
幟
　
（
四
五
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

の
囁
く
穿
欝
9
ご
呼
ん
で
み
る
の
で
あ
る
Q
是
等
の
三
個
の

毘
詞
羅
は
、
年
代
に
於
て
も
夫
々
相
異
す
る
所
が
あ
る
が

第
十
番
洞
及
び
第
二
十
番
洞
は
姑
ら
ぐ
之
を
措
き
、
第
三

番
洞
に
就
い
て
、
以
下
少
し
く
仔
細
に
考
へ
て
み
た
い
。

第
三
番
洞
は
畿
列
の
西
端
に
近
い
部
分
に
在
っ
て
、
是
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
ニ
ケ
所
に
銘
文
が
あ
る
。
そ
の
申
の
A
は
前
廊
の
右
端

師
ち
翼
壁
に
存
す
る
も
の
で
、
是
に
は
二
種
の
も
の
が
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
れ
て
る
る
。
次
に
8
は
前
廊
に
面
す
る
後
壁
の
東
端
窓

　
　
　
　
　
　
　
　
r
㌔

上
に
存
す
る
も
の
で
、
是
に
も
亦
二
種
の
も
の
が
存
す
る

の
で
あ
る
。
是
等
四
種
の
銘
文
は
何
れ
も
此
雨
垂
に
寄
進

せ
ら
れ
た
領
地
に
擁
す
る
下
知
交
を
刻
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
洞
窟
自
認
の
年
代
を
推
定
し
得
る
も
の

を
含
め
る
の
み
な
ら
す
、
洞
窟
以
外
に
も
一
般
の
吏
料
こ

し
て
も
亦
甚
だ
貴
重
な
部
分
を
含
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

　
先
づ
A
銘
文
の
う
ち
、
第
一
は
十
二
行
か
ら
成
立
っ
て

　
　
　
く

る
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漫
濾
譲
み
難
き
部
分
も
あ

る
け
れ
ざ
、
『
善
い
哉
、
イ
ン
ド
ラ
の
加
護
を
蒙
れ
る
軍

、
、

蟻



隊
の
戦
勝
陣
馨
、
ゴ
バ
ル
ダ
即
智
ナ
Ω
o
く
霞
気
質
舜
に
於

け
る
ベ
ナ
重
目
タ
カ
ゆ
窪
簿
喜
9
冨
か
ら
、
ゴ
ー
タ
マ
族

Ω
婁
¢
ヨ
9
の
王
妃
の
子
、
王
者
、
威
名
隠
れ
な
き
ナ
ー
タ

カ
〆
二
一
ω
簿
舞
㌍
量
は
、
ゴ
バ
ル
ダ
ハ
ー
ナ
の
代
官
ヴ

ィ
シ
ヌ
バ
竃
ブ
タ
＜
｛
路
上
℃
監
貫
に
命
を
降
し
て
云
ふ
…

…
』
ご
胃
頭
に
記
し
て
、
次
に
王
の
所
領
下
知
の
文
を
記

し
て
み
る
。
登
れ
に
よ
る
ビ
王
は
從
來
ソ
シ
ヤ
ブ
ハ
ダ
ソ

融
融
ω
ゴ
穿
践
9
§
ご
云
へ
る
者
の
籏
し
て
み
た
ア
バ
ラ

カ
カ
ハ
デ
イ
落
下
養
犀
巴
（
冨
療
の
邑
に
在
る
田
地
を
此
俗

院
に
寄
進
し
た
事
を
記
し
て
み
る
の
で
、
其
寄
進
地
の
保

全
、
租
税
免
除
等
の
諸
岳
樺
に
も
言
及
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
こ
の
下
知
文
に
は
『
十
四
年
の
雨
期
の
第
二
週
の
第

一
日
』
ざ
云
ふ
田
附
が
あ
る
。
固
よ
り
亙
れ
の
み
に
依
っ

て
正
確
に
年
代
を
定
め
る
事
は
因
難
で
あ
る
が
、
少
く
こ

も
是
に
よ
る
ご
、
此
領
地
寄
附
の
あ
っ
た
時
に
於
て
は
、
既

に
明
か
に
此
窟
院
が
掘
聴
せ
ら
れ
て
る
π
も
の
ご
推
測
せ

ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
領
地
は
そ
の
等
、
耕
作

　
　
　
第
六
巷
　
　
維
　
纂
　
西
卿
度
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
｝
ラ
窟
（
上
）

せ
ら
れ
な
い
や
う
に
な
っ
て
了
つ
た
の
で
、
別
に
其
代
り

の
所
領
が
與
へ
ら
れ
る
事
に
な
つ
だ
。
干
れ
が
郎
ち
銘
文

　A
の
第
二
の
も
の
で
、
曲
れ
も
亦
大
に
墾
考
ざ
す
べ
き
部

（分
が
含
ま
れ
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
・

　
此
銘
文
は
前
者
に
次
い
で
吊
せ
ら
れ
て
る
る
も
の
で
、

『
善
い
哉
、
ゴ
バ
ル
ダ
ハ
ー
ナ
O
o
く
舞
亀
蚤
量
を
支
配
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

る
代
官
、
シ
ヤ
ー
マ
カ
こ
Q
携
ヨ
跨
9
を
通
じ
て
、
王
か
ら

な
さ
れ
π
寄
…
進
』
ご
胃
頭
に
記
し
て
み
る
Q
此
寄
進
は
前

銘
文
ε
同
一
の
王
テ
ー
密
旨
ル
ニ
ー
及
び
其
母
の
な
し

た
も
の
で
あ
る
。
帥
，
ち
文
意
に
よ
る
ご
此
ト
ソ
ラ
シ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

日
蒔
駄
ヨ
一
の
山
に
於
て
鳥
王
の
寄
進
し
た
洞
窟
に
住
す
る

出
家
等
に
、
襲
に
カ
蔵
匿
ー
デ
婁
囚
ρ
】
告
p
・
奪
邑
に
於
け

る
田
園
を
寄
進
し
た
が
、
そ
の
田
園
は
今
や
耕
作
せ
ら
れ

す
、
叉
宮
詣
邑
に
は
住
民
が
み
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
に

此
町
（
ナ
亨
シ
ン
ク
）
の
附
近
に
於
け
る
王
家
の
所
領
園
三

軸
バ
ル
タ
ナ
を
寄
…
進
ず
る
。
且
つ
其
田
園
の
安
全
を
保
謹

し
、
諸
税
免
除
の
樺
剥
を
附
即
す
る
旨
を
記
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
コ
ご
五
　
（
四
王
九
）



　
　
　
第
六
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
利
薦
賢
の
萬
國
秦
圖
ミ
幾
何
原
本
に
就
て

而
し
て
此
田
園
に
間
し
且
つ
其
免
挽
に
善
し
て
は
、
太
后

の
女
官
長
沼
タ
ー
ピ
。
鯵
が
命
に
依
っ
て
謹
明
し
た
下
知

文
が
引
渡
さ
れ
淀
事
を
も
記
し
て
み
る
。
か
く
て
此
銘
文

の
末
尾
に
は
其
下
知
交
の
引
渡
さ
れ
た
月
日
及
び
此
銘
文

の
書
か
れ
元
月
日
ご
認
め
ら
れ
る
年
月
が
記
さ
れ
て
み
る

師
ち
そ
れ
に
は
爾
者
共
に
二
十
四
年
ご
あ
る
か
ら
、
前
の

銘
文
よ
り
も
十
年
の
後
に
刻
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
事
が
推

察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
此
銘
交
に
於
て
注
目
す
べ
き
事

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
【
一
二
山
ハ
　
（
四
⊥
ハ
○
）

は
、
ゴ
ぎ
診
一
山
ご
云
ふ
事
を
記
し
て
み
る
事
ご
、
此
洞

窟
が
ず
義
義
心
様
二
一
王
の
寄
州
に
依
っ
て
掘
与
せ
ら
れ

た
も
の
な
る
事
を
推
測
し
得
ら
れ
る
黙
に
あ
る
。
帥
ち
此

二
銘
文
は
共
に
Q
。
律
巴
3
壱
｛
O
き
上
江
℃
露
鏡
に
關
す
る

も
の
で
、
此
洞
窟
も
聖
王
の
寄
…
進
に
成
っ
た
こ
権
測
せ
ら

れ
得
る
の
で
。
此
面
十
二
を
○
磐
夢
ヨ
ゼ
霧
雲
窟
ご
呼
ぶ

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

利
矯
螢
の
『
萬
國
全
圖
』
マ
」
『
幾
何
原
本
レ
に
就
て

　
利
聡
竃
の
『
坤
輿
萬
國
全
圖
』
が
京
都
大
學
の
所
藏
に
蹄

し
歴
史
地
理
第
七
憲
（
明
治
三
十
八
年
）
に
其
一
部
分
を
復

製
し
て
か
ら
、
闘
本
で
は
此
の
圖
は
少
し
く
學
外
間
に
知

ら
れ
た
。
然
る
に
欧
洲
で
は
此
の
圖
の
存
在
は
久
し
く
知

理
學
博
士
　
小
　
川

琢
　
治

れ
す
に
過
ぎ
、
冶
∴
ク
ハ
ー
ト
の
一
入
五
入
年
倫
敦
地
學

協
曾
に
寄
算
せ
る
も
の
が
漸
く
一
九
一
七
年
に
至
り
ベ
ソ

ド
レ
ー
氏
に
よ
り
登
見
さ
れ
て
Ω
o
o
σ
q
話
覧
。
巴
旨
8
毒
巴

ら
養
鯉
十
月
號
に
紹
介
さ
れ
た
。
ベ
ソ
ド
レ
ー
氏
の
論
文


